
別添 

まあじ、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群およびうるめいわし対馬暖

流系群に関する令和６管理年度（令和６年１月１日から令和６年１２月３１日までの期間

をいう。）における漁業法（以下「法」という。）第１６条第１項に掲げる数量は、次のとお

りとする。 

 

第１ まあじ 

 １ 知事管理漁獲可能量  

法第１６条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。      

      （単位：トン） 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

福井県まあじ沿岸漁業 現行水準 

 

第２ まいわし対馬暖流系群 

 １ 知事管理漁獲可能量 

法第１６条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。  

          （単位：トン） 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

福井県まいわし対馬暖流系群沿岸漁業 現行水準 

 

第３ かたくちいわし対馬暖流系群 

 １ 知事管理漁獲可能量 

法第１６条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

           （単位：トン） 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

福井県かたくちいわし対馬暖流系群沿岸漁業 ７７,０００トンの内数 

 

第４ うるめいわし対馬暖流系群 

 １ 知事管理漁獲可能量 

法第１６条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

福井県うるめいわし対馬暖流系群沿岸漁業 ４４,０００トンの内数 


